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川越市教育委員会第４回定例会会議録 

 

１ 会議の場所  川越市教育委員会 教育委員会室 

２ 開   会  平成２８年７月１９日 午後２時 

３ 閉   会  平成２８年７月１９日 午後４時 

４ 教育長並びに出席した委員  新保正俊、梶川牧子、長谷川 均、原田由美、長井

良憲 

５ 欠 席 委 員  なし 

６ 教育長の職務を行った者  教育長新保正俊 

７ 説明のため出席した者  教育総務部長根岸督好、学校教育部長佐野 勝、教育総

務部副部長兼地域教育支援課長長谷部洋志、教育総務部参事兼文化財

保護課長下 薫、学校教育部副部長兼学校管理課長福島正美、学校教

育部参事兼教育指導課長中野浩義、学校教育部参事兼市立川越高等学

校事務長橋本邦明、学校教育部参事兼教育センター所長小熊利明、教

育総務課長長谷正昭、教育財務課長桜井一男、中央公民館長安藤初代、

中央図書館長澤田勝弘、博物館長田中 信、学校給食課長岸野泰之、

学校教育部参事山本康義、文化スポーツ部長庭山芳樹、文化スポーツ

部副部長兼文化芸術振興課長久津間則子、スポーツ振興課長神田宏次、

国際文化交流課長中里良明、美術館長岡部秀子、都市景観課長大澤 

健 

８ 前回会議録の承認 

平成２８年度第３回定例会会議録を承認した。 

９ 議題及び議事の概要 

日程第１議案第１８号 平成２９年度使用川越市立川越高等学校用教科書を採択する

ことについて 

副部長兼学校管理課長 

  高等学校の教科書の採択については、平成３年３月の文部省初等中等教育局、教

科書採択事務取扱要領により、採択権者が年度ごと、高等学校ごとに採択教科書を

決定することとされている。市立高等学校に関しては、市教育委員会が採択の権限

を有しており、川越市立高等学校通則第９条において「教科用図書は、文部科学大

臣の検定を経たもの又は文部科学大臣が著作の名義を有するもので、教育委員会が

採択したものを使用しなければならない。」と規定されている。 

平成２９年度使用の教科書は議案のとおり、１２教科４９科目、地図帳を含めて

５２種類であり、教科ごとの研究を経て校長が選定したものである。この内、教科

書を新たに変更するものは、新１年生が２教科２科目２種類、新２年生が３教科３

科目３種類、新３年生が３教科３科目３種類である。また、新３年生の選択科目と
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して、世界史Ｂを新たに追加している。 

学校における選定の基準としては、各学科の教育課程や生徒の実態、内容・分量

の適切さ、教材や資料の創意工夫、生徒の使いやすさ等が考慮されている。また、

需要数については、教育課程により必履修の教科と選択の教科があるため、それぞ

れ異なっている。 

委 員 

  情報処理科と国際経済科に入学した生徒の学習意欲について伺いたい。 

学校教育部参事 

  商業系学科の生徒は検定試験における資格をいくつ取得したいという目標を持っ

て入学しているため、商業系の科目について、意欲的に取り組んでいる。 

委 員 

  公立高校における教科書採択の手続について伺いたい。 

学校教育部参事 

  一般的な公立高校における教科書選定の手続については、各教科で教員が分担し、

長い時間をかけて研究しながら教科書の選定案を作成し、教科会を経て選定委員会

において検討を行う。その後、職員会議で検討を行い、校長が最終的に選定を行う。 

委 員 

  公立高校は、学校ごとに教科書の選定が任されていることから、第三者のチェッ

クがないために個人の意見が相当強く反映される点が心配であるが、その点につい

て弊害はないか伺いたい。 

学校教育部参事 

  選定においては、個人の意見ではなく、教科会や選定委員会等を通じ検討を行い、

最終的には校長の判断で行っており、一定の客観性は確保されていると認識してい

る。 

委 員 

  一つの組織で選定されてしまうと意見が偏ってしまう可能性があるため、小中学

校における教科書選定と同様に第三者の組織をつくり、検討した方が客観性が確保

されると思うが、そのような課題の指摘はないのか伺いたい。 

学校教育部参事 

  県立高校では、県教育委員会によるヒアリングも行われており、教育委員が各校

の校長から選定した教科書について説明を受けている。市立高校においては、市教

育委員会の中で審議されているため、一定の客観性が保たれていると考えている。 

委 員 

  校長が選定した教科書について、教育委員会で審議する前に第三者によるチェッ

クを受けるべきであると思う。 

学校教育部参事 
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  意見については、今後、検討したい。 

委 員 

  来年度の教科書において、変更される教科・科目について伺いたい。 

副部長兼学校管理課長 

  来年度から変更される教科・科目は、２年生における世界史Ａ、普通科３年生の

選択である世界史Ｂ、３年生の現代社会、普通科２年生の物理基礎、普通科３年生

の選択である物理、普通科２年生の化学基礎、１年生の美術Ⅰ、３年生の選択であ

る書道Ⅰ、１年生のコミュニケーション英語Ⅰである。 

委 員 

  来年度から、変更される教科・科目について明示するようお願いしたい。 

副部長兼学校管理課長 

  来年度から、そのように改めていきたい。 

（全員異議なく原案どおり決定） 

日程第２議案第１９号 平成２９年度使用川越市立特別支援学校用教科用図書を採択

することについて 

参事兼教育センター所長 

  川越市立特別支援学校の教科用図書の採択については、川越市立特別支援学校管

理規則の規定において、川越市教育委員会が採択したものを使用することとされて

おり、平成２９年度新１年生が使用する教科用図書として学校教科書調査研究委員

会による研究を経て校長が選定したものは議案のとおりである。同校は「ひとりだ

ちする生徒」を学校目標とし、社会で生きる力、生活する力をつけ、最大限の自己

実現を図ることを目指して教育課程を編成しており、授業で生徒が興味を持てる教

科用図書として選定したものである。 

なお、特別支援学校で使用する教科用図書は、学校教育法附則第９条の規定によ

り、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの以外

の教科用図書を使用することができることから、今回選定された教科用図書は同法

附則第９条の規定によるものとなっている。 

教育長 

  今回の教科書を選定した理由について伺いたい。 

参事兼教育センター所長 

  始めに、女子栄養大学の「新・こどもクッキング」については、料理本であるが、

増刷も１７回されており、人気の高い教科用図書である。現在の生徒たちにわかり

易く、直感的に料理が学べる図書であり、生活単元学習において活用している。次

に全日本手をつなぐ育成会の「自立生活ハンドブック４ からだ！！げんき！？」

については、一般的な成人病にもふれている。また、食生活の習慣等について掲載

され、良い社会人として健康的な生活を送るための効果的な知識等についてイラス
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トを用いながら、わかり易く説明している内容である。次に全日本手をつなぐ育成

会の「自立生活ハンドブック１１ ひとりだち」については、自立生活を目指し、

衣食住に関わる学習内容が掲載されており、自立生活を目指すための内容にふさわ

しい図書になっている。 

教育長 

  この教科書は、新たに採用する教科書であるか伺いたい。 

参事兼教育センター所長 

  今年度に採用している内容と同様である。毎年、選定に向けた検討を行っている

が、この３つの図書は、１０回以上増刷されており、多くの特別支援学校関係で使

用されている教科用図書であり、高等部の生徒の実態にあった教科用図書であると

考えている。 

（全員異議なく原案どおり決定） 

日程第３議案第２０号 川越市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員を委嘱するこ

とについて 

（非公開） 

日程第４議案第２１号 川越市教育委員会職員人事について 

（非公開） 

日程第５議案第２２号 川越市立高等学校管理規則の一部を改正する規則を定めるこ

とについて 

（非公開） 

１０ 報告事項 

⑴ 川越市立寺尾小学校トイレ改修工事請負契約について 

教育財務課長 

  川越市立寺尾小学校トイレ改修工事請負契約については、一般競争入札で執行し

ており、契約金額３６，４１９，３２８円で株式会社高橋工務店代表取締役高木昌

壽と契約を締結したものであり、工期は、平成２８年６月１４日から平成２８年９

月３０日までである。工事の内容については、鉄筋コンクリート造４階建の各階ト

イレ部分に建築改修工事、電気設備改修工事、機械設備改修工事を施そうとするも

のである。 

⑵ 川越市立霞ケ関西中学校トイレ改修工事請負契約について 

教育財務課長 

  川越市立霞ケ関西中学校トイレ改修工事請負契約については、一般競争入札で執

行しており、契約金額４８，２７６，０００円で株式会社横田住建代表取締役久高

健と契約を締結したものであり、工期は、平成２８年６月２１日から平成２８年９

月３０日までである。工事の内容については、鉄筋コンクリート造４階建の各階ト

イレ部分に建築改修工事、電気設備改修工事、機械設備改修工事を施そうとするも
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のである。 

⑶ （仮称）川越市新学校給食センター整備運営事業の進捗状況について 

学校給食課長 

  本事業については、本年１月から実施事業者である株式会社川越学校給食サービ

スにより事業が開始され、これまで設計業務や現地の準備業務などを実施してきた

ところである。このたび設計業務が完了し、当初の計画どおり本年７月から本体工

事に着工したことから、その概要について報告する。 

「１ これまで実施した業務」については、（１）の設計業務として基本設計を

本年２月に、実施設計を本年６月に終了した。次に（２）の事業用地準備業務等に

ついては、本年２月に地質調査、３月に廃棄物の撤去、３月から５月にかけて既存

建物や樹木の解体工事を行った。また、６月に入り、事業用地の仮囲い及び事業用

地南側の市有地に現場事務所を設置した。次に（３）の地元説明会を６月９日に菅

間上、府川及び石田の住民を対象に開催したところである。 

次に「２ 本体工事」の予定である。７月より本体工事に着手したところである

が、杭工事から始まり、基礎工事、鉄骨建方、屋根・外装工事、内装工事、外構工

事の順に進められる予定である。その後、来年８月に開業準備業務を行った上で、

来年９月より運用開始を予定している。 

委 員 

  ６月９日に開催した地元説明会での参加者の反応について伺いたい。 

学校給食課長 

  ６月９日に開催された地元説明会には、１２名が参加した。説明内容は、施設の

概要、事業予定、本体工事に併せて実施する水道本管の敷設工事及び排水貯留槽の

設置工事、下水道圧送管の敷設工事について説明を行った。住民の方からは、工事

期間中の県道からの搬入車両の出入りにおける警備員の配置、新学校給食センター

運営開始後の搬入車両の動線、敷地内の植栽、既存フェンスの取扱、工事期間中に

おける振動、新学校給食センターの職員数や職員の車の台数、市道の隅切り、下水

道の圧送管の整備や地域の公共下水道整備計画、東側農道における交差点部の安全

対策について質問や意見があった。比較的交通関係の質問や意見が多かった印象で

ある。 

委 員 

  参加者の質問に対する回答について伺いたい。 

学校給食課長 

  警備員の配置については、計画内容の説明を行った。次に安全対策については、

交差点部分における市道の隅切り整備については、用地の買収が伴うことから安全

対策上認められる場合に検討が必要となる。しかし、新学校給食センターにおける

搬入車両の出入りについては、菅間学校給食センターの出入り口を供用することも
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検討している。また、南側の道路については、６メートル幅員であり、空地も隣接

しているため、見通しもある程度、確保されていることから、その点を踏まえて検

討していきたい。次に農道との交差点にカーブミラーの設置を要望する意見につい

ては、カーブミラーの設置が防犯・交通安全課の所管であることから、防犯・交通

安全課と協議をして検討することになる。 

委 員 

  住民の方は、対応に納得していたのか伺いたい。 

学校給食課長 

  新学校給食センターの設置については、子どもたちのための施設であるため、地

区の住民も建設について納得していると認識している。 

委 員 

  本体工事が７月に開始され、住民から工事に対する苦情はないのか伺いたい。 

学校給食課長 

  特に苦情はないが、事業用地の準備業務等を実施した際に地下の埋設物の撤去に

当たり大型の重機が揺れたため若干振動があり、連絡を頂いたことがあった。 

委 員 

  この付近に通学路はないのか伺いたい。 

学校給食課長 

  東側を南北に通っている農道が、片側歩道が設置されており安全対策が図られて

いるため通学路になっていると思われる。 

委 員 

  どの小学校の通学路であるか伺いたい。 

学校給食課長 

  菅間地区であるため芳野小学校である。 

委 員 

  通学時間帯に工事で搬入する車両と交わる箇所はあるか伺いたい。 

学校給食課長 

  工事車両や新学校給食センターが運用開始後の搬入車両は、県道を通行するため

通学路と交わることはない。 

委 員 

  施設の建築にあたり杭工事を行うと思うが、工事の状況について伺いたい。 

学校給食課長 

  杭工事については、現在行っているところであるが、試験杭については担当職員

が立ち会いをし、想定されている深さで支持地盤に届いていることを確認し、杭の

埋設を行っている。 

委 員 
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  当該地区における地盤について伺いたい。 

学校給食課長 

  雨水等が浸透する地域ではないため、雨水対策についても貯留施設を設置したり

するなど対策を講じているところである。 

⑷ 川越市立菅間学校給食センター排水貯留槽等設置工事請負契約について 

学校給食課長 

  川越市立菅間学校給食センター排水貯留槽等設置工事請負契約については、一般

競争入札で執行しており、契約金額７４，３７９，６００円で川木建設株式会社代

表取締役鈴木健二と契約を締結したものであり、工期は、平成２８年６月２１日か

ら平成２９年１月３１日までである。工事の内容については、排水貯留槽工事、電

気設備工事、機械設備工事を施そうとするものであり、川越市立菅間学校給食セン

ターの事業用排水を公共下水道に切り替えるため、敷地内における配管の敷設及び

貯留槽を設置する工事である。 

１１ 協議事項 

⑴ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書について 

（非公開） 

１２ その他 

 ⑴ 議事に先立ち教育長から、議案第２０号から議案第２２号については人事に関する

情報であり、協議事項⑴は意思決定過程における情報であることから、これらの審議

に係る会議を公開しないこととする動議が提出され、全出席委員がこの動議に賛成し、

当該審議については非公開として取扱うこととし、議案第２１号及び議案第２２号は、

関係理事者（教育総務部長、学校教育部長、教育総務課長）のみによる審議とするこ

とに決定した。 

 ⑵ 議案第２０号の上程に先立ち、教育長から同議案に関する事務は川越市教育委員会

の権限に属する事務の補助執行に関する規則に基づいて都市計画部長及び都市景観課

長に補助執行させ、川越市行政組織規則において都市景観課長の事務として定められ

ていることから、本議案の説明を都市景観課長から行わせたいと発議があり、全委員

異議なく賛成し説明は都市景観課長から行われた。 

 ⑶ 協議事項⑴の関係者として、文化スポーツ部長、同副部長兼文化芸術振興課長、ス

ポーツ振興課長、国際文化交流課長、美術館長及び都市景観課長の出席について各委

員が承認し出席が認められた。 

 ⑷ 議案第２０号及び協議事項⑴は関係者に意見を求めることから、協議事項⑴を始め

に協議し、次に議案第２０号について審議することとし、議案第２１号及び議案第２

２号は、関係理事者のみによる審議のため「その他」終了後に審議を行うことについ

て、各委員承認し日程を変更することになった。 

 ⑸ 議案第１８号の説明補助者として、学校教育部参事の出席について各委員が承認し
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出席が認められた。 

 ⑹ 会議録署名委員として、長谷川委員、原田委員が指名された。 

⑺ 次回教育委員会は平成２８年８月２２日（月）午前１０時開催に決定した。 


